
第１類　通規　（情報公開条例）

〔ふじみ衛19〕　　787 8

〇ふじみ衛生組合情報公開条例
（平成15年２月25日条　例　第　１　号）

改正　平成26年３月３日　条例第１号
平成28年３月４日　条例第２号

目次

第１章　総則（第１条―第４条）………………………………………………………………78

第２章　組合情報の公開（第５条―第16条の２）……………………………………………79

第３章　救済手続（第17条―第19条）…………………………………………………………83

第４章　ふじみ衛生組合情報公開審査会（第20条―第25条）…………………………　83の2

第５章　情報公開の総合的な推進（第26条―第30条）…………………………………　83の3

第６章　雑則（第31条）…………………………………………………………………………84

附則…………………………………………………………………………………………………84

第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は、何人にも組合情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開

の総合的な推進について必要な事項を定め、もってふじみ衛生組合（以下「組合」という。）

の業務について市民に説明する責務を全うすることにより、市民の理解の下にごみ処理業務を

推進し、市民との信頼関係を増進することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴　実施機関　管理者、監査委員及び議会をいう。

⑵　組合情報　実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及

び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、

当該実施機関が保有しているものをいう。

（実施機関の責務）

第３条　実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、組合情報の公開を求めるものの権

利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限

の配慮をしなければならない。

（利用者の責務）
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第15条　この条例の規定に基づく組合情報の公開に係る手数料は、無料とする。

２　この条例の規定に基づき、組合情報の写しの交付及び送付を受けるものは、当該写しの作成

及び送付に要する費用を負担しなければならない。

（他の制度等との調整）

第16条　この条例は、他の法令等の規定により、組合情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本そ

の他の写しの交付の手続が定められている場合は、当該法令等の定めるところによる。

２　この条例は、実施機関が管理する施設等において、閲覧に供し、又は貸し出すことを目的と

して管理している組合情報については、適用しない。

（審理員による審理手続きに関する規定の適用除外）

第16条の２　公開請求に対する公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請求は、行

政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条第１項の規定は、適用しない。

第３章　救済手続

（諮問）

第17条　実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法の規定に基

づく審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、ふじみ衛生組合情

報公開審査会に速やかに諮問し、当該審査請求についての決定又は裁決をするものとする。

⑴　審査請求が不適法であり、却下する場合

⑵　裁決において当該審査請求に係る組合情報の全部を公開する場合（当該公開決定等につい

て第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。）

２　前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読替えて適用する同法第29

条第２項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。

（諮問をした旨の通知）

第18条　前条の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、次に掲げ

るものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。

⑴　審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以下同

じ。）

⑵　公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。）

⑶　当該審査請求に係る公開決定等に反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査請求人

又は参加人である場合を除く。）

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続）

第19条　第13条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用す

る。

⑴　公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

⑵　審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る組合情報を公開する旨の裁決
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（第三者である参加人が当該組合情報の公開に反対の意思表明をしている場合に限る。）

第４章　ふじみ衛生組合情報公開審査会

（ふじみ衛生組合情報公開審査会）

第20条　第17条に規定する諮問に応じて審議するため、管理者の附属機関として、ふじみ衛生組

合情報公開審査会（以下「審査会」という。）を置く。

２　審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関に意

見を述べることができる。

３　審査会は、管理者が委嘱する委員５人以内をもって組織する。

４　審査会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

５　審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。

（審査会の調査権限）

第21条　審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決

定等に係る組合情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対

し、その提示された組合情報の公開を求めることはできない。

２　諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならな

い。

３　審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等

に係る組合情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審

査会に提出するよう求めることができる。

４　第１項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、

参加人及び諮問実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求める

こと、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることが

できる。

（意見の陳述等）

第22条　審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を

述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

２　審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合は、審査請求人等（当該意見

書又は資料を提出したものを除く。）にその旨を通知するよう努めるものとする。

（提出資料の閲覧等）

第23条　審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧（電磁的記

録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧）又は写し

（電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面）の交付を求めることができる。こ
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の場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な

理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

２　審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による写しの交付をしようとする

ときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならな

い。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

３　審査会は、第１項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

４　第15条の規定は、第１項の提出資料等の閲覧及び写しの交付について準用する。

（審議手続の非公開等）

第24条　審査会の行う審査請求に係る審議の手続は、公開しない。

２　審査会からの答申については、公開するものとする。

（規則への委任）

第25条　この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、組合規則で

定める。

第５章　情報公開の総合的な推進

（情報公開の総合的な推進）

第26条　組合は、第２章に定める組合情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充

を図り、組合業務に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情

報公開の総合的な推進に努めるものとする。

２　組合は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並び

に実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努め

るものとする。

３　組合は、情報公開の効果的推進を図るため、国及び他の地方公共団体との協力及び連携に努

めるものとする。

（情報の公表等）

第27条　実施機関は、次に掲げる情報で、当該実施機関が保有するものの公表又は提供（以下

「公表等」という。）をするよう努めるものとする。ただし、当該情報の公表等について法令

等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。

⑴　組合の長期計画その他の重要な基本計画及びその中間段階の案

⑵　地方自治法（昭和22年法律第67号）に基づく執行機関の附属機関又はこれに類するもので

実施機関が定めるもの（以下「附属機関等」という。）の報告書及び会議録並びに当該附属

機関等への提出資料

⑶　前２号に掲げるもののほか、情報の公表等をすることが適当と認められる組合情報

２　実施機関は、同一の組合情報につき複数回公開請求を受けてその都度公開した場合等で、市

民の利便及び組合運営の効率化に資すると認められるときは、情報の公表等をするよう努める



第１類　通規　（情報公開条例）

〔ふじみ衛19〕　　848 4

ものとする。

（文書管理）

第28条　実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、組合情報のもととなる公文

書を適正に管理するものとする。

（文書目録等の作成等）

第29条　実施機関は、組合情報の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとす

る。

２　実施機関は、一般に周知を図る目的をもって作成した刊行物等について、その目録を作成し、

毎年公表するものとする。

（実施状況の公表）

第30条　管理者は、毎年１回、組合情報の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表しなけ

ればならない。

第６章　雑則

（委任）

第31条　この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成15年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　第２章及び第３章の規定は、平成14年12月１日以後に作成し、又は取得した組合情報につい

て適用し、同日前に作成し、又は取得した組合情報については、文書目録が整備されたものか

ら適用する。

附　則（平成26年３月３日条例第１号）

（施行期日）

１　この条例は、平成26年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２　施行日前にふじみ衛生組合公平委員会が作成し、又は取得した組合情報の公開については、

管理者を実施機関として、この条例の規定を適用する。

３　施行日以後に東京都市公平委員会が作成し、又は取得した公文書の公開については、ふじみ

衛生組合が共同設置する東京都市公平委員会の代表団体である東京市町村総合事務組合の条例

の規定を適用する。ただし、ふじみ衛生組合の実施機関が作成し、又は取得した組合情報は、

この条例の規定を適用するものとする。

附　則（平成28年３月４日条例第２号）

この条例は、平成28年４月１日から施行する。（後略）


